

　町では、高齢者の健康維持増進及び生きがい作りを推進し、介護保険の要介護状態にさせないことと、在宅で自立した生活を送れるよう支援するためミニデイサービスを実施しています。

1．　対象者

　おおむね６０歳以上の高齢者等で次のような方が、ミニデイサービスの対象となります。
	①
	独居などの理由で日中、家に閉じこもりがちで体力的に自信のない方

	②
	老人クラブに加入していても、老人クラブ活動にあまり参加されない方

	③
	要介護認定の要支援で通所サービスを利用しないでいる方


２．サービスの内容（家族と同居の方は週１回の場合があります）
	
	曜　　　日
	時　　　　　　　間
	場　　　　所

	
	毎週月・木曜日
	午前１０時から午後３時まで
	老人憩の家

	
	毎週火・金曜日
	
	


・利用者同士のコミュニケーションを大切にし、次のようなサービスを提供しています。

	午前
	血圧測定などの健康チェックや入浴など

	午後
	ミニデイ支援員による健康体繰や、レクリェーションなど

	昼食
	原則として昼食は持参していただきます

	食支援ボランティアによる健康食の提供があります。

	
	毎月第３木曜日
	毎週月・木曜日利用者

	
	毎月第３金曜日
	毎週火・金曜日利用者

	季節ごとの行事
	花見、七夕、遠足、クリスマス会など

	送迎車によって利用者の送迎を行っています。


３．　タイムスケージュール

10:00    　  11:00 　 　　   12:00 　　　　　　    13:30 　  　    15:00

	顔　合　わ　せ

健康チェック

お茶の時間
	入　　　　　浴
	昼　　　　　食

昼　　　　　寝
	健　康　体　操

レクリェーション

創作活動


４．　持物

	
	弁　当
	毎月第３木曜日（毎週月・木曜日利用者）を除く

	
	
	毎月第３金曜日（毎週火・金曜日利用者）を除く

	
	着替え
	入浴などで着替えのため

	
	タオル
	入浴などに利用のため

	
	薬
	昼に薬を飲む方のみ

	
	
	


５．　サービス利用料金　　納入方法は口座振替と直接納付があります。
	１日あたり
	３７０円

	給食１食あたり
	３００円


６　その他

要介護認定要介護に該当したときは、介護保険のサービスを受けていただきます。
（介護保険に該当する方は、ミニデイサービスを利用できません。）

	問合せ先
	電話番号

	連絡先
	西会津町社会福祉協議会（老人憩の家）
	４５－４２５９

	相談先
	にしあいづ地域包括支援センター
	４５－３３２７

	申請先
	西会津町福祉介護課介護係
	４５－２２１４


対象者は利用申請書に必要事項を記入し、福祉介護課介護係まで提出してください。

